
‘きらぴ香’を栽培するための手続きと栽培の流れ

申請年度 実施年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

　来年産許諾申請受付（受付後、許諾申請中証明書の発行） 審査 契約書送付・振込案内

親株注文

誓約書有効期間 許諾契約期間（以降3年間）

親株購入（秋苗） 親株購入（春苗） 定植定植苗増殖・管理

※　許諾申請中証明書を受領後、
　　三好アグリテックまたは種苗取扱店へ親株の在庫を確認してください。

※　40株単位での注文となります。　　

※　4年目以降は、継続の手続きが
　　必要になります。　　

契約書様式送付

契約書に押印し
返送

許諾料振込



‘きらぴ香’の親株購入の流れ（個販生産者が苗を購入する場合）

【直接 三好アグリテックへ注文する場合】

【種苗取扱店を経由して注文する場合】

個販生産者

農林技術研究所

三好アグリテック

個販生産者

農林技術研究所 種苗取扱店

三好アグリテック
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※　種苗取扱店によっては、代金納入が　　
　　親株発送後となる場合があります。



（様式第１号）

登録品種種苗許諾申請書

令和○○年○○月○○日

静岡県知事 鈴木 康友 様

申請者 住所 静岡県磐田市富丘○番地

氏名 静岡 一郎 実印

静岡県登録品種種苗許諾運営要領第３第１項の規定により、下記の農林水産植物の許諾を受けたいの

で申請します。

記

１ 農林水産植物の種類 いちご

２ 登録品種の名称 きらぴ香

３ 登録番号 第 25594 号

４ 登録の有効期間 平成 29 年 2 月 6 日から 25 年

５ 許諾に係る行為の内容 ①種苗の生産、調整及び保管（自家増殖を目的とするものに限る）

②収穫物の生産（県内の生産ほ場でするものに限る）、譲渡又は貸渡

の申し出、譲渡、貸渡、輸出及び保管

６ 許諾の期間 令和○年４月１日から令和○年３月 31 日まで

７ 収穫物の生産計画

８ 添付資料

（１）許諾申請者情報

（２）印鑑証明書

（３）住民票の写（法人の場合：法人の名称、所在地、代表者等を記載した登記簿抄本、定款）

（４）最近３年間の財務諸表（法人の場合：損益計算書と貸借対照表及び事業（決算）報告書）

（５）暴力団排除に関する誓約書

（６）種苗増殖に関する誓約書

年 次

種 苗 名
１年目 ２年目 ３年目 計

きらぴ香 ○○ kg ○○ kg ○○ kg ○○ kg

記入例

3 年間になるように

設定



様式２

「きらぴ香」許諾申請者情報

※静岡県と契約している種苗会社から種苗を上記の住所に発送することになるため、この情報を当該
種苗会社に提供することがあります。個人情報の提供を承諾いただけない場合は、その旨を特記事項
の欄にご記入ください。

遵守事項の承諾 （各遵守事項を確認し、承諾する欄に○を記入してください）

※許諾を受けるためには、すべての遵守事項を承諾することが必要です。

日 付 令和○○年○○月○○日

住 所

〒438-0803
静岡県磐田市富丘○番地

氏 名 （ﾌﾘｶ゙ ﾅ） ｼｽ゙ ｵｶ ｲﾁﾛｳ

静岡 一郎

電話番号 0538-35-○○○○

FAX番号 0538-35-○○○○

Eメールアドレス ○○○○ @ ○○○○

経営状況 主な栽培品目： ①イチゴ、②水稲、③

各品目の栽培面積：①50 a、 ② 30 a、③ a

農業収入額： ○○○○ 円

実施計画 栽培場所：静岡県磐田市富丘○番地

栽培予定面積： 20 a（うち土耕栽培： 10 a、高設栽培： 10 a）

主な販売先：磐田市内の農産物直売所

特記事項（登録住所氏名以外に苗を送付できません。別の住所あてに苗発送を希望等、特殊な事情がある

場合は、この欄に記入してください）

遵 守 事 項 承諾

１．許諾実施料として静岡県の指示に従って所定の実施料額（58,300円（消費税

相当額含））を支払います。（苗の代金は別途）
○

２．苗は、指定された種苗会社（静岡県と契約した種苗会社）から購入し、自家

増殖と果実生産のみに使用します。
○

３．入手した苗を、有償・無償を問わず第三者（国外を含む）へ譲渡しません。 ○
４．果実を販売する場合、出願品種名「きらぴ香」を使用します。また、「きら

ぴ香」の販売促進に努めます。
○

５．「きらぴ香」の良品生産に努めます。 ○
６．第三者による苗（ランナー等を含む）の盗難がないよう、厳重に管理します。○
７．「きらぴ香」を育種親として用いる場合は、静岡県の承諾を得ます。 ○
８．遵守事項を守らないなど重大な違反をし、静岡県が許諾に適さないと判断し

た場合、本許諾を取り消されることに異議ありません。
○

記入例



静岡県農林技術研究所野菜生産技術科長 様

いちご品種「きらぴ香」の種苗増殖に関する誓約書

私は「きらぴ香」の種苗を購入するに当たり、許諾契約締結までの間、下記

の事項を厳守することを誓います。

記

１ 購入する種苗は、自家増殖の目的で利用する。

２ 有償又は無償を問わず、第三者（国外を含む）に種苗を譲渡しない。

３ 第三者による種苗の盗難がないよう、厳重に種苗を管理する。

４ 果実の生産は、許諾契約開始日以降とする。

５ 本品種の利用において突然変異体を発見したときは、速やかに貴所に連

絡し、指示に従う。

６ 万一、許諾契約締結しなかった場合、またはできなかった場合、速やか

に購入した種苗及び増殖した種苗を廃棄する。

７ その他、不明な事項については、その都度貴所と協議する。

８ この誓約書の有効期限は許諾契約開始時までとする。

令和○○年○○月○○日

住所 静岡県磐田市富丘○番地

氏名 静岡 一郎 印

以上



（別紙）

誓 約 書

私は、下記のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被る

こととなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴職において必要と判断した場合に、当方の個人情報を警察に提供するこ

とについて同意します。

記

１ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以

下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団

２ 暴力団員等（暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）

３ 暴力団員等と密接な関係を有する者

４ 暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者がその事業活動を支配す

るもの

静岡県知事 鈴木 康友 様

令和○○年○○月○○日

住 所 静岡県磐田市富丘○番地

名称又は商号

（ ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ） ｼｽﾞｵｶ ｲﾁﾛｳ

氏名（代表者）静岡 一郎 ㊞

記入例


